
1 　本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続が必要です。

2 　本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低
の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 　件名リスト
一連
番号

納入（履行）場所
納期

（履行期限）
見 積 依 頼 書
公 表 日

見 積 書
提 出 期 限

見積 り合わせ
の 日 時

防衛省競争参加
資格

備　考

1
陸上自衛隊今津駐
屯地

7.4.1～8.3.31 7.2.25
7.3.10
13時00分

7.3.10
13時00分

無 総品目総額

4 　仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
〒５２０－１６２１
住所：滋賀県高島市今津町今津平郷国有地
契約機関名（担当）：陸上自衛隊今津駐屯地第３９７会計隊今津派遣隊（山下）
電話番号（内線）：０７４０－２２－２５８１（内３４５）
ＦＡＸ番号：０７４０－２２－１３０９

令和7年2月25日

今津駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

件　名

バイオ液浄化装置借上



見積金額￥

品　　名 規　　格 単位 予定数量 単価 金額 備考

1
バイオ液浄化装置
借上

仕様書のとおり ST 1

2 以下余白

3

4

5

納入（履行）場所 陸上自衛隊今津駐屯地

契約保証金 （免除）

令和７年３月１０日

分任契約担当官

陸上自衛隊今津駐屯地

第３９７会計隊今津派遣隊長　山下　史織　　殿

見　　積　　書

会 社 名

代 表 者 名

納期(履行期限)

入札（見積）書有効期間

件名リスト一連番号 1

住 所

（消費税及び地方税を含まない。）

7.4.1～8.3.31

7.3.10(13：00)

　上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項
等を承認のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契
約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。



見積金額￥

　　（消費税及び地方税を含まない。）

品　　名 規　　格 単位 予定数量 金額 備考

1
バイオ液浄化装置
借上

仕様書のとおり ST 1

2 以下余白

3

4

5

納入（履行）場所 陸上自衛隊今津駐屯地

契約保証金 （免除）

令和　　　年　　　月　　　日

分任契約担当官

陸上自衛隊今津駐屯地

第３９７会計隊今津派遣隊長　山下　史織　　殿

会 社 名

代 表 者 名

件名リスト一連番号 1

納　　　期（履行期限）

入札（見積）書有効期間

※提出期限
令和７年３月１０日

１３時００分
FAX可

7.4.1～8.3.31

7.3.10(13：00)

単価

住 所

市場価格調査表　

　上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項
等を承認のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契
約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。



陸上自衛隊仕様書 

物品番号  仕様書番号 

バイオ液浄化装置借上 

 

作   成 令和７年２月２１日 

変   更  

作成部隊等名 今津駐屯地業務隊 

1 総 則 

1.1 適用範囲 

 この仕様書は、今津駐屯地業務隊補給科糧食班が借上する「バイオ液浄化装置借上」の要領に

ついて必要な事項について規定する。 

1.2 用語及び定義 

 この仕様書で用いる用語及び定義は次による。    

1.2.1 

ａ）「甲」とは、官側をいう。 

ｂ）「乙」とは、請負業者側をいう。  

2 件 名 

 バイオ液浄化装置借上 

3 規 格 

  株式会社Ｅ．Ｐ．Ｓ油分解システム（グリーンストラップ浄化排水システム）同等 

4 数 量 

  一 式  

5 場 所 

  滋賀県高島市今津町今津平郷国有地 今津駐屯地内食堂下処理排水槽及び残飯庫排水槽 

6 借上げ期間 

  令和７年４月１日～令和８年３月３１日 

7 借上げの概要 

ａ）油分離槽への油脂分解システムの借上げ 

ｂ）当該システムの保守及び月 1回の清掃を含む。 

8 一般事項 

ａ）本契約は、仕様書によるほか、不明な点・疑義が生じた場合は、甲側と協議の上実施する。 

ｂ）本役務に使用する材料は、全て検査を受け、合格品のみ使用する。 

ｃ）乙は、受注後速やかに甲に工程表を提出する。 

ｄ）役務完了後は、十分清掃を行い、検査官の役務完了検査を受け「検査合格」をもって完了と

する。 

9 特記事項 

ａ）作業中に他の部分を損傷した場合は、乙の責任において現状に復旧するものとする。 

ｂ）装置の設置完了後、試験運転を行う。 

10 連絡調整先 

  陸上自衛隊今津駐屯地業務隊補給科 岩村 

  ０７４０－２２－２５８１（内線３３５）  

 


